
平成２８年東郷町教育委員会７月定例会 

日時 平成２８年７月１５日（金） 午後１時３０分 開会 

              午後２時０５分 閉会 

場所 東郷町役場 ２階第４会議室 

出席委員 教 育 長 石川 光秋 

教 育 長 職 務 代 理 者 小出 直美 

委 員 相羽 繁生 

委   員 奥谷 美香 

委 員 近藤 万友美 

欠席委員  なし 

説明のため

に出席した

職員の氏名 

教 育 部 長 磯村 元彦  学校教育課長 水野 幹根   

高校総体準備室長 樋口 美紀  給食センター所長 山領 孝 

参    事 福沢 伸一 

会議録作成職員 学校教育課長 水野 幹根 

会議録署名委員 石川教育長 小出委員 

教育長の報告 ⑴ 校長への指導事項等について 

⑵ ７月愛日地方教育事務協議会について 

⑶ 愛知県市町村教育委員会連合会第５０回定期総会・研修会につ

いて    

報告事項 ⑴ ７月校長会について（学校教育課）                

⑵ 後援名義の使用許可について（学校教育課）                  

⑶ 要保護・準要保護児童生徒数について（学校教育課）  

⑷ 議案第３３号 平成２８年度及び平成２９年度給食用物資納入業者の

承認について、一部業者に関する確認事項について（給食センター）                                  

協議事項 ⑴ 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の結果

報告書（平成２７年度）について(学校教育課、生涯学習課、給

食センター)  

⑵ 東郷町いじめ防止基本方針（案）について 

議題 議案第３６号 東郷町教育委員会評価委員の委嘱について(学校教育課）      

議案第３７号 平成２９年度使用小中学校教科用図書の採択について 

(学校教育課) 

専承第９号 東郷町スポーツ推進計画策定委員会設置要綱の制定につい

て（生涯学習課）       

傍聴者 なし 

 



教育長  東郷町教育委員会７月定例会を開会します。 

会議の日程は、お手元に配布した議事日程のとおりです。 

日程第１、会議録作成職員を指名します。学校教育課長を指名します。 

日程第２、今月の会議録署名委員を指名します。私教育長と小出委員を指名

したいと思いますが、いかがですか。 

委員 全員異議なし 

教育長 異議なしとのことですので、今月の会議録署名委員は、私教育長と小出委員

とさせていただきます。 

次に日程第３、教育長の報告に入ります。 

教育長 ⑴ 校長への指導事項等について  

  ７月１２日に行われた校長会での指導事項について報告します。 

 学校訪問のお礼、最近話題のシンボルツリーについて、下水管に根っこが入

り込んで困っているということでした。そろそろ伐採も考える時期かもしれま

せん。 

 最近の国外情勢について、テロのことを話し、職員の海外旅行の行先につい

て把握することをお願いしました。 

不祥事防止は毎回話しています。資料を使って説明しました。長期休業前 

に不祥事防止の指導は必ずやってほしいと伝えました。 

児童生徒関係の事件記事から、千葉県の中学校３年生の２３０万恐喝につい

て、昨年１０月からはじまっているのに生徒がなぜ学校に相談できなかったの

か、問題提起しました。 

小学校野外活動で、子どもの体力的配慮、安全配慮義務について、トーチト

ワリングの安全体制について話しました。 

 文科省や県の動きから、英語の教科化に伴い、ＡＬＴの増員や英語指導者補

助への予算を県に要望したいと話しました。 

 ４月から教育長に就任して体力的・精神的に疲れることが多く、なかなか疲

労感が取れない。学校の新任教職員や初産の妊婦も同様だと思うので、言葉か

けと配慮をお願いしたい。 

⑵ ７月愛日地方教育事務協議会について 

 ７月７日木曜日、瀬戸市民文化センターへ小出委員と行ってきました。 

 長久手市の新教育委員長、加藤正雄氏の紹介がありました。 

 事務局からの連絡事項で、１１月１６日水曜日、清須市立桃栄小学校で開催

される研究協議会への参加依頼がありました。 

 尾張教育事務所からの連絡事項、片山所長の挨拶で６月は服務規律強化月間

です。今年度愛日管内の懲戒免職者は１名、口頭訓告１名。未処分者を含めて



１３件、うち尾張教育事務所管内は８名。 

 寺西次長兼総務課長から、後期分の旅費を配当したとの報告がありました。 

 山岡第二課長より、今年度の採用試験の状況について報告がありました。 

 質疑の中で、修学旅行の下見の旅費がなく、下見がしっかりできない。中学

校の旅費は厳しい状況であるので、一律カットでは困る、との意見がでまし

た。それに対して事務所としても財政課に頼んでいくとの回答でした。 

⑶ 平成２８年度愛知県市町村教育委員会連合会第５０回定期総会・研修会に

ついて 

平成２８年度愛知県市町村教育委員会連合会第５０回定期総会・研修会につ

いては、７月８日金曜日に蒲郡市民会館中ホールにて行われましたが、教育委

員の皆さんは全員参加でしたので、説明については割愛させていただきます。 

 以上で私の報告は終わりますが、教育長の報告について何か質問がありまし

たらお願いします。 

 

委員  質問・意見なし 

教育長 質問もないようですので、以上で教育長からの報告を終わります。 

 次に日程第４、報告事項に入ります。事務局から説明をお願いします。 

福沢参事  ７月校長会について。 

 キャンプが近いので、各小学校で準備が進んでいます。トーチトワリングに

ついては事前にリハーサルを行いましたが、無事に終わったと報告がありまし

た。春木台小の場合は、保護者に服の燃焼実験を行い、好評でした。 

 事故が多発しています。交通事故だけでなく、授業中に彫刻刀で手を刺すな

どのケガがありましたが、そのような場合の対応についてわからない教員がい

るため、緊急時の対応についてレクチャーが必要ではないかという意見が校長

会から出ました。 

 夏に向けてプールが始まりますが、プールにいるとき大地震が発生したらど

うするかとの質問が出ました。一旦プールから上がらせるが、揺れが大きいと

不安な子どももいるだろうから十分に注意する必要がある。 

 中学校では夏休みから職場体験が始まります。夏休み中は東郷中、２学期は

春木中と諸輪中が実施しますが、学校教育課にも職場体験に来ます。春木中音

楽室の空調が設置されるということで非常に喜んでいます。諸輪中で２年生が

教室での授業中に熱中症様の症状が出ました。このクラスは３８人程度で、教

室がほぼ満員の状況で、換気については十分指導して注意しているが、このよ

うなことが起こってしまったと報告がありました。 

以上です。 



学校教育課長 ⑵ 後援名義の使用許可について、１ページをご覧ください。６月１５日から

７月１５日の間に専決処分させていただいたのが４件。すべて過去と同様の

内容であるため、専決処分しました。 

⑶ 要保護・準要保護児童生徒数について、２ページをご覧ください。 

  ３名を準要保護者として認定し、現在１９４名の認定になります。 

  以上です。 

給食センタ

ー長 

⑷ 議案第３３号 平成２８年度及び平成２９年度給食用物資納入業者の承認

について、登録申請業者一覧表のうち一部業者について衛生監視評点がなか

った業者について、当該業者の衛生監視評点が８１点以上であることを条件

に承認いただいた件について、当該業者に衛生監視評点の提出を求めたとこ

ろ、６月３０日付で名古屋市食品衛生検査所に衛生監視について依頼し、衛

生監視評点が９１点あったことを報告します。 

教育長  ただいまの報告事項について、何か質問はありませんか。 

小出委員  春木中音楽室の空調設置工事について、設置時期が遅れると聞きましたが、 

いつぐらいに設置される予定ですか。  

学校教育課

長 

 ２回入札で不調になりまして、今随意契約で進めるように手続き中ですが、

８月の第１週には設置される予定です。 

教育長 他に質問もないようですので、以上で報告事項を終わります。 

次に、日程第５、協議事項に入ります。 

 ⑴ 教育に関する事務の管理及び執行の状況及び評価の結果報告書（平成２

７年度）（案）について、事務局から説明をお願いします。 

学校教育課

長 

別紙をご覧ください。教育に関する事務の管理及び執行の状況及び評価の結

果報告書（平成２７年度）（案）、今年度は大きく様式などの変更はございま

せん。 

評価委員が記載してありますが、この後の議案において承認いただく予定で 

す。 

 この内容について、評価委員のご意見をいただく予定です。以上です。 

教育長 説明が終わりましたので、質問がありましたらお願いします。 

教育長 それでは質問もありませんので、この件については、評価委員にはこの報告

書についてご意見いただくということとさせていただきます。 

次に⑵ 東郷町いじめ防止基本方針（案）について、事務局から説明をお願

いします。 

学校教育課

長 
 東郷町いじめ防止基本方針（案）について、別紙をご覧ください。 

 ６月２９日までパブリックコメントを実施しましたが、町民の方からのご意

見はありませんでしたので、変更箇所はありません。この後の総合教育会議に

おいて町長部局と調整を諮り、７月２５日の臨時教育委員会で決定したいと思

います。 

教育長  説明が終わりましたので、質問、ご意見がありましたらお願いします。 

教育長 ご意見、ご質問もないようですので、協議の結果としては、総合教育会議で



諮るということにさせていただき、臨時教育委員会で決定させていただきたい

と思います。 

日程第６、議題に入ります。 

議案第３６号、東郷町教育委員会評価委員の委嘱について、事務局の説明を

お願いします。 

学校教育課

長 
議案第３６号、東郷町教育委員会評価委員の委嘱について、３ページをご覧

ください。先ほどの協議事項にありました「教育に関する事務の管理及び執行

の状況及び評価の結果報告書（平成２７年度）」について点検評価いただく方

として石川直文氏、中村悦子氏に委嘱するものです。 

教育長 説明が終わりましたので、議案第３６号について審議をお願いします。 

教育長 質問もないようですので、議案第３６号について採決に入ります。議案第３

６号を原案どおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

委員 挙手全員 

教育長 全員賛成ですので、議案第３６号については可決します。 

議案第３７号 平成２９年度使用小学校教科用図書の採択について、事務局

の説明をお願いします。 

参事 

 

 

議案第３７号 平成２９年度使用小中学校教科用図書の採択について、別紙

のとおり採択するものとする。この案を提出するのは義務教育課程の小中学校

教科用図書の無償措置に関する法律第１３条第４項の規定に基づき採択する必

要があるからです。愛知県の採択基準の基本的な方針は、義務教育諸学校にお

ける教科書の採択は、「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法

律」の規定に基づいて実施すること。東郷町は尾張の協議会で採択されたもの

を活用することになっています。次に採択にあたって準拠すべき事項として、

小学校は平成２８年度使用教科書と同一のものを採択することとあります。小

学校の教科用図書については昨年度採択されて、今年度それを使い次年度も使

うということになっています。それが５ページに記載されています。ご覧のよ

うに今年は採択替えはありません。中学校については、平成２８年度使用のも

のと同じものを使用するということで採択替えはありません。以上です。 

教育長 説明が終わりましたので、議案第３７号について審議をお願いします。 

委員 質問・意見なし 

教育長 質問もないようですので議案第３７号について採決に入ります。 

議案第３７号を原案どおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

委員 挙手全員 

教育長 全員賛成ですので、議案第３７号については可決します。 

専承第９号東郷町スポーツ推進計画策定委員会設置要綱の制定について、事

務局の説明をお願いします。 

高校総体準

備室長 
中根生涯学習課長は公務により欠席ですので、代わりに高校総体準備室長樋

口が説明させていただきます。専承第９号東郷町スポーツ推進計画策定委員会

設置要綱の制定について、７ページをご覧ください。東郷町スポーツ推進計画



 

策定委員会設置要綱の制定について、東郷町教育委員会教育長に対する事務委

任規則第４条第１項の規定に基づき専決処分したので、同条第２項の規定によ

り報告し、これについて承認を求めるものとする。設置要綱については、８ペ

ージのとおり。施行期日平成２８年４月１日。専決処分日平成２８年４月１

日。この案を提出するのは、教育委員会の承認を求めるため必要があるからで

す。 

教育長 説明が終わりましたので、専承第９号について審議をお願いします。 

委員 質問・意見なし 

教育長 質問もないようですので専承第９号について採決に入ります。専承第９号を

承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

委員  全員挙手 

教育長 全員賛成ですので、専承第９号については承認します。 

以上で議題は終了し、７月定例会の日程は、これですべて終了しました。こ

れをもって閉会といたします。それでは、事務局にお返しします。 


